社団法人千葉県社会福祉士会事務経費拠出規則（案）
＜制定＞平成２２年３月１５日（予定）
　（目　的）
第１条　この規則は、社団法人千葉県社会福祉士会（以下「本会」という。）会員の、会費を除いた事務局経費負担について定めることを目的とする。
　（定　義）
第２条　「事務局拠出金」とは、会員が本会の資源を用いて収入を得た場合の、負担すべき事務局経費をいう。
　２　前項にいう「収入」は、暦年ごとに得た課税前の報酬、謝金および委託料を含み、雇用契約に基づく給与、交通費等の実費弁償額および本会事業に関して本会から支出する額を含まないものとする。
　３　「本会の資源」には事務局資源の他、社会福祉士の名称および事務遂行上倫理問題発生時の本会窓口での苦情受付可能性を指す。
　（拠出金）
第３条　事務局拠出金の金額は年間３０，０００円とする。
　２　会員は暦年終了後、前年の収入に関して本会に申告し、本会の指定する方法で事務局拠出金を納付するものとする。
　３　前二項の規定に関わらず、収入額が一定の基準内である場合は、申告と同時に申請することで事務局拠出金の一部または全部の免除を受けることができる。

　４　前項に規定する収入額の基準および免除額は、次の各号による。

　一　収入額が100，000円未満の場合、事務局拠出金の全額を免除

　二　収入額が100，000円以上300，000円未満の場合、事務局拠出金の３分の２を免除
　５　一且納人された拠出金は、本会の責に帰する原因のある場合を除き、本会定款第11条の定めによりこれを返還しないものとする。
　（会員資格の平等）

第４条　この規則による事務局拠出金納付の有無を根拠に、総会および理事会における議決権を始めとする会員資格に差を設けてはならない。

　（違反時の対応）

第５条　正当な理由無く第３条に規定する申告および事務局拠出金の納付を行わない、あるいは申告額および納付額が過小である事が判明した場合、その状態が解消されるまでの間、本会からの各種委員推薦および事業業務斡旋は行わないものとする。
　（委　任）
第６条　この規則に定めるもののほか、申告および納付の方法等必要な細目事項は、理事会において別に定める。

　（改　正）
第７条　この規則を改廃するときは、総会の承認を得なければならない。

附　則
１　この規則は、平成２２年３月１５日から施行する。但し、第３条については、平成２２年の収入から適用し平成２３年から申告および納付する。

　〔提案理由〕
①会員が社会福祉士として活勤した場合、会を経由した場合は事務局資源を直接使用しており、被用者として事業所の業務に従事している場合を除き、報酬の一部を当会に還元することにより、会員間の公平性を確保できること。

②会を経由しない場合においても苦情案件については会が窓口となり更に倫理案件は社団法人日本社会福祉士会の綱紀委員会に諮ることになること、今後は県支部(千葉県社会福祉士会)単位での倫理案件対応を求められることから、対応原資を確保しておく必要があること。

③会員として公益的活勤した場合であっても必ずしも報酬を得られない会員もいることから、再配分の原資を確保する必要があること。
④公益法人化し今後更なる公益事業の実施に向け、会の財務基盤を強化する必要があるが、それを会費収人や事業収入等のみに頼るのはいずれ限界が生じるは明らかであるため、新たな財源を確保しておく必要があること。
　以上の理由から、本規則の制定を提案します。
